
平成２９年７月２７日（木）

第１回芦屋市文化振興審議会

芦屋市の文化振興について 

１ 本市におけるこれまでの経過 

年度 出 来 事 備   考 

Ｈ17
◆文化振興財団が解散 

◆文化行政推進懇話会設置 

文化振興財団の解散に伴い，文化行政推進懇話会を設置し，今後

の芦屋市における文化行政のあり方や推進方策について議論 

Ｈ19

◆文化行政推進懇話会にお

いて 

『Ashiya Renaissance 芦屋

市文化行政に対する提言』 

を作成 

【提言書において提言された内容】 

芦屋のアイデンティティーに根ざし，都市としてブランド価値を

持続的に高める，都市政策としての文化行政への転換を推進する

ことが必要 

〔都市文化政策の方向性〕 

①自然環境の保全と良質な景観の形成 

②文化資源ネットワークとアクセスの改善

③芦屋固有の文化資源を活かした産業創出

〔市民文化政策の方向性〕 

①人的資源の活用・育成の仕掛け

②市民全体の事業を育む仕組みと支援

〔その他〕 

◎文化の推進について，第三者機関で審議できるようにすること

◎条例を制定し，文化行政のよりどころを明確にすること 

Ｈ22
◆芦屋市文化基本条例を制

定 

【文化振興基本計画の策定】 

文化の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，

文化の振興に関する基本的な計画を定める 

文化振興基本計画を定めるときは，あらかじめ文化振興審議会の

意見を聴かなければならない 

【条例で定めている文化振興に関する基本的施策】

◎伝統的な文化の保存等 

◎文化活動を行う機会の充実 

◎高齢者，障がい者等の文化活動

の充実 

◎青少年の文化活動の充実 

◎文化活動の担い手の育成

◎良好な景観の形成 

◎国内及び国外との交流 

◎情報の収集等 

◎文化活動に対する支援 

◎文化活動に対する民間支援

活動の促進

Ｈ23 ◆文化振興審議会を設置 文化振興基本計画について審議 

Ｈ24
◆文化振興基本計画〔Ｈ24

～Ｈ28〕を策定 

文化振興基本計画に基づく事業の評価について，文化振興審議会

で評価方法等を審議 

Ｈ25

～ 

Ｈ28

◆文化振興審議会で審議 
文化振興基本計画に基づく事業評価について審議 

第２次文化振興基本計画について審議 

Ｈ28
◆第２次文化振興基本計画

〔Ｈ29～Ｈ33〕を策定 

◎重点取組項目 

・全てのライフステージに文化が行き届く文化政策の推進 

・未来を切り拓く子どもたちへ向けた文化政策の推進 

・芦屋文化を生かした戦略的なまちづくり 

資料２ 



２ 【参考】文化振興審議会の開催状況（平成２２年４月設置） 

〔平成２３年度〕文化振興基本計画の策定について  （６回開催） 

〔平成２４年度〕文化振興基本計画の進行管理について（４回開催） 

   〔平成２５年度〕文化振興基本計画の進行管理について（３回開催） 

   〔平成２６年度〕文化振興基本計画の進行管理について（２回開催） 

   〔平成２７年度〕第２次文化振興基本計画について 

文化振興基本計画の進行管理について（３回開催） 

   〔平成２８年度〕第２次文化振興基本計画について 

文化振興基本計画の進行管理について（３回開催） 

３ 現状の課題 

別添資料３参照

４ ２年間の目標 

・文化振興基本計画に基づく事業評価について，評価方法等の確立 

以上


